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第７回柏市農業委員会総会議事録  
 

１  令和７年２月７日 (金 )柏市農業委員会総会を柏市農業委員会会長   

 染谷  茂が招集した。  

 

２  場所  市役所分室３第４会議室  午後２時００分  

 

３  出席した委員は次のとおりである。  

 ＜農業委員＞  

  １番  岡  田  英  夫     ２番  染  谷  織  恵  

  ３番  平  川    徹     ４番  深  山  敬  子  

  ５番  坂  巻  洋  行     ６番  豊  田  佐智子  

  ７番  伊  藤    透     ８番  大  宮  茂  男  

  ９番  成  嶋  君  美    １０番  染  谷    茂  

 １１番  橋  本  英  介    １２番  谷田貝  和  代  

 １３番  村  越    等    １４番  山  﨑  明  久  

 １５番  日  暮    悟    １６番  遠  藤  秀  生  

                １６名中１６名出席  

 ＜農地利用最適化推進委員＞  

 １７番  寺  島  和  彦    １８番  関  根  勝  敏  

 １９番  林    敏  夫    ２０番  清  水  良  晃  

 ２１番  鹿  倉  健  次    ２２番  友  野  博  之  

 ２３番  木  村  美智子    ２４番  冨  澤  智  彦  

 ２５番  坂  巻  儀  治    ２６番  砂  川  晴  彦  

 ２７番  中  村    衛    ２８番  嶋  田    等  

 ２９番  江  口    武    ３０番  鈴  木  幸  夫  

 ３１番  大  塚  信  幸  

                １５名中１５名出席  

 

４  欠席した委員は次のとおりである。  

     欠席者  なし  

 

５  出席した事務局職員は次のとおりである。  
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  局  長  石  原  祐一郎  

  統括リーダー 兼  岡  洋  和  

  主  事  長  塚  智  史  

 

６  本日の会議に付議した議案は次のとおりである。  

 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につ  

       いて  

 議案第２号  農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意  

       見の送付について  

 議案第３号  公売買受適格証明書の交付について【農地法第３条要  

       件】  

 議案第４号  農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願の  

       送付について  

 議案第５号  農用地利用集積計画の決定について（その１～その  

       ３）  

 議案第６号  農用地利用集積等促進計画案への意見について（その  

       １～その３）  

 

７  報告事項  

 （１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 （２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 

 （午後２時００分開議）  

 

議長  ただいまより第７回農業委員会総会を開催いたします。  

 それでは，着座して進めさせていただきます。  

 本日の出席委員は農業委員１６名中１６名，推進委員１５名中１５

名の出席でございます。  

 よって，定足数に達しておりますので，会議は成立しておりますこ

とをご報告いたします。  
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議長  それでは，日程１，議事録署名委員を選任したいと思いますが，

選任方法はいかがいたしましょうか。  

 

（「議長一任」の声あり）  

 

議長  ありがとうございます。「議長一任」ということですが，ご異

議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

議長  それでは，指名をいたします。  

 日暮悟委員，遠藤秀生委員，よろしくお願いいたします。  

 

議長  次に，日程２，一般報告事項につきましては，お手元の配付資

料のとおりでございますので，ご了承願います。  

 今月の担当は，第３調査会であります。  

 調査会の概要説明及び前回の巡回パトロールの報告について，山﨑

委員長よろしくお願いいたします。  

 

山﨑委員長  農地第３調査会は，去る２月３日，２月４日，令和６年

度第１１回農地調査会を実施しました。  

 今回の調査事案である農地法第３条５件，第５条６件，公売買受適

格証明１件，許可を要しない土地の証明願１件について，現地調査並

びに面接調査を行いました。  

 次に，令和６年１０月に開催された第３回総会の議案第１号から第

３号までの計９件について，巡回パトロールの結果報告を受けました。  

 特に問題のある案件は，ありませんでした。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 それでは，日程３，議事に移ります。  

 議案を上程いたします。  

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につ
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いて」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 １番につきましては，●●委員が農業委員会等に関する法律第３１

条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除斥を求めます。  

 

（●●委員が退席）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  では，１番についてご報告します。  

 調査会資料は，３ページからになります。  

 本件は，●●に所在の法人である譲受人が隣地と一体として耕作し

たいため，また譲渡人は高齢ゆえ農業規模の縮小のため，所有権の移

転に伴う許可申請です。  

 申請地は，●●の田●●筆，●●㎡で , ●●を作付けする計画です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。調査結果の報告がございました。  
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 １番について何か質問はございませんか。  

 

      （「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 １番を採決いたします。  

  本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

   

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

  よって，本案は原案のとおり可決されました。  

  ●●委員の除斥を解除いたします。  

     

（●●委員が着席）  

 

議長  次の審議に入ります。  

 ２番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  では，２番についてご報告します。  

 調査会資料は，８ページからになります。  

 本件は，●●に所在の法人である譲受人が本社からの通作距離が近

いため，また譲渡人は高齢ゆえ農業経営の縮小のため，所有権の移転

を伴う許可申請を行うものです。  

 申請地は，●●の田●●筆，合計●●㎡で , ●●を作付けする計画

です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  
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 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ２番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，２番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ３番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ３番についてご報告します。  

 調査会資料は，１５ページからになります。  

 本件は，●●に所在の法人である譲受人が本社からの通作距離が近

いため，また譲渡人は高齢ゆえ農業経営の縮小のため，所有権の移転

を伴う許可申請を行うものです。  

 申請地は，●●の田●●筆，●●㎡で , ●●を作付けする計画です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ３番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，３番を承認いたします。  
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 次の審議に入ります。  

 ４番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ４番についてご報告します。  

 調査会資料は，２５ページからになります。  

 本件は，●●に所在の法人である譲受人が経営規模の拡大のため，

また譲渡人は高齢ゆえ経営規模の縮小のため，所有権の移転に伴う許

可申請です。  

 申請地は，●●の田●●筆，合計●●㎡で , ●●を作付けする計画

です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意志を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ４番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，４番を承認いたします。  

 議案第１号の２番から４番について採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

  よって本案は原案のとおり可決されました。  
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議長  次の議案に入ります。  

 議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意

見の送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 それでは，審議に入ります。  

 １番及び２番につきましては一体の事業ですので，一括して調査結

果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  では，１番及び２番についてご報告します。  

 調査会資料は，３０ページからになります。  

 本件は，使用貸借権の設定に伴う，農地造成の許可申請です。  

 申請地は，●●の田●●筆，合計●●㎡です。  

 該当地は農用地区域となりますが，一時的な利用に供するために行

う事業による不許可の例外と判断いたしました。  

 譲受人は柏市内で●●を営んでおり，当該地は水はけが悪く，田と

して耕作ができる状況ではなく，所有者から土壌改良の依頼があり，

農地造成を行うため，今回の申請に至ったものです。  

 計画内容は，盛土による農地造成後，●●を栽培します。現状地盤

より平均盛土高２．６３ｍのかさ上げを行います。工事中は進入路に

鉄板を敷き通路としますが，工事完了後は撤去します。また，境界く

いを復元します。埋立て方法は単純埋立てにより１ｍ覆土します。  

 被害防除対策として，雨水は高さ０．３ｍの築堤を設け自然浸透と

します。申請地は盛土して３０度未満の法面を施工します。工事中は

誘導員を配置し，安全に配慮し工事します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい

て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  
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 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番及び２番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

村越委員  この辺，ちょっとよく分からないんですけれども，埋めて

も大丈夫なんですか。  

 

山﨑委員長  調査会の結果を踏まえると，大丈夫です。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 よろしいですか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番及び２番を承認い

たします。  

 次の審議に入ります。  

 ３番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ３番についてご報告します。  

 調査会資料は，３７ページからになります。  

 本件は，所有権移転に伴う，駐車場及び道路への転用許可申請です。  

 申請地は，●●の畑●●筆，合計●●㎡です。申請地周辺は住宅地

や事業用施設，公共公益的施設用の土地によっておおむね囲まれてい

る農地であることから第３種農地と判断しました。  

 譲受人は，●●で，申請地近くに●●を管理しています。●●の需

要が高まっている中，ここ数年で契約者が増加し，園内の駐車スペー

スが不足しており，●●，●●，年末年始などは駐車場は常に満車状
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態となっており，利用者から毎年，駐車場増設の要望がありました。

隣地の農地所有者に相談したところ，了解を得られ，今回の申請に至

ったものです。  

 道路部分についても，県道から管理事務所に至る市道が曲がってい

ることから，利便性や安全性を向上させる観点から，柏市道路担当課

と相談し，できるだけ直線になるよう，駐車場増設と一緒に計画しま

した。道路完成後は，自己所有地と交換を行います。  

 計画内容は，駐車場として普通車●●台，小・中型バス●●台を増

設します。駐車場部分は整地，砂利敷きとします。出入口は６ｍとし，

隅切りを行います。道路部分の工事については，柏市道路工事安全基

準に基づいて行います。  

 被害防除対策として，雨水排水は自然浸透とします。外周は，新規

ブロック壁３段積みを設置，県道側は擁壁を設置し，砕石，土砂の流

出，飛散防止に努めます。工事中はパイプ等を利用し，シート，安全

ロープ等で周辺土地，道路への土砂の流出，砂利の飛散を防止します。

施工中はガードマンを設置し，交通等に注意します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい

て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ３番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

村越委員  これ●●の数はどのくらいあるんでしょうか。  

 

山﨑委員長  おおよそ●●●ほどあるそうです。  
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議長  そのほかございませんか。  

 よろしいですか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，３番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ４番及び５番につきましては一体の事業ですので，一括して調査結

果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ４番及び５番についてご報告します。  

 調査会資料は，４４ページからになります。  

 本件は，賃借権の設定に伴う，車両置場への転用許可申請です。  

 申請地は，●●の畑●●筆，合計●●㎡です。申請地周辺は，甲

種・１種・３種のいずれにも該当しない生産性の低い農地であること

から第２種農地と判断しました。  

 譲受人は●●を行っており，●●に本社営業所と車両置場，●●に

営業所があります。●●営業所が物流センター閉鎖に伴い立ち退かな

ければならなくなり，代替地を探していたところ，当該申請地が車両

の出入りが容易で交通の利便性もよいことから，今回の申請に至った

ものです。  

 計画内容は，車両置場としてトラック●●台，従業員車両●●台を

置きます。造成は整地，砂利敷きとします。出入口は１５ｍとし，５

ｃｍのコンクリート舗装とします。  

 被害防除対策として，雨水排水は自然浸透とします。外周はコンク

リートブロック２段にネットフェンスを設置し，砕石，土砂の流出，

飛散防止に努めます。工事中はパイプ等を利用し，シート，安全ロー

プ等で周辺土地，道路への土砂の流出，砂利の飛散を防止します。施

工中はガードマンを設置し，交通等に注意します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい
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て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ４番及び５番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，４番及び５番を承認い

たします。  

 次の審議に入ります。  

 ６番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  では，６番についてご報告します。  

 調査会資料は，５１ページからになります。  

 本件は，使用貸借権の設定に伴う，店舗への転用許可申請です。  

 申請地は，●●の畑●●筆の一部●●㎡です。申請地周辺は，甲

種・１種・３種のいずれにも該当しない生産性の低い農地であること

から第２種農地と判断しました。  

 譲受人は，●●において●●を営んでいます。当初は個人事業主で

したが，２０１７年に法人化し，代表取締役となりました。柏市出身

であるため，毎年１月から４月まで，●●，●●，●●に越冬の拠点

として●●し●●を置いています。そこで，当該申請地の一部を農地

転用し，●●の販売拠点として活用したいため，今回の申請に至った

ものです。  

 計画内容は，●●の販売店舗で，協力者として●●と●●にある●

●が営業のサポートを行います。販売が軌道に乗れば，●●を使った

●●を販売するなど地域市民の集まる場所として土地を有効活用した

い考えです。  
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 被害防除対策として，排水は浸透ますと浸透管で行います。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい

て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ６番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

成嶋委員  ●●が協力者ということですけれども，●●の事業内容は

分かりますか。  

 

遠藤委員  ●●の●●さんと●●さんは，私と関わりあるかたです。

●●を●●や●●で売っています。  

 

議長  よろしいですか。  

 

成嶋委員  はい。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，６番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ７番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  
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山﨑委員長  ７番についてご報告します。  

 調査会資料は，５８ページからになります。  

 本件は，所有権移転に伴う，資材置場及び駐車場への転用許可申請

です。  

 申請地は，●●の畑●●筆，合計●●㎡です。申請地周辺は，甲

種・１種・３種のいずれにも該当しない生産性の低い農地であること

から第２種農地と判断しました。  

 譲受人は，●●を営んでいます。●●の土地を資材置場及び駐車場

用地として賃借して使用していますが，既存施設が狭く作業の際危険

なことがあるため，隣接地を新たに資材置場として使用したく，広さ

も十分なため，今回の申請に至ったものです。  

 計画内容は，既存施設から資材としてアングルなどの各種鋼材，車

両としてトレーラー●●台を移動させて設置します。また，自家用及

び期間工用の乗用車駐車スペース●●台分を設けます。道路側に８ｍ

の出入口を設置し，厚さ１０ｃｍのコンクリート敷きを施工します。

外周道路側及び東側の隣接地との境に１．５ｍの新設丸木トラロープ

を設置します。敷地は，０．３ｍの砂利敷きで整地します。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透とします。工事中は誘導員を

配置し安全に配慮して行います。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい

て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ７番について何か質問はございませんか。  

 よろしいですか。  
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（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，７番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ８番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  ８番についてご報告します。  

 調査会資料は，６５ページからになります。  

 本件は，所有権移転に伴う，貸車両置場への転用許可申請です。  

 申請地は，●●の田●●筆，合計●●㎡です。申請地周辺は，甲

種・１種・３種のいずれにも該当しない生産性の低い農地であること

から第２種農地と判断しました。  

 譲受人は●●を営む会社の役員です。会社で使用している既存施設

を返還することとなり，新たに車両置場が必要となったため，自身の

所有地である●●，●●の土地と申請地を新たに車両置場として一体

利用したく，今回の申請に至ったものです。  

 計画内容は，既存施設から散水車，４ｔダンプ，杭打機，ユンボな

どを移動させます。出入口は，●●の道路側に幅８ｍの出入口とし，

申請地まで鉄板を敷いて進入路とします。申請地内は鉄板敷きとしま

す。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透とします。既設ブロック４段，

道路以外の境には０．２ｍの築堤を新設し，既設フェンス，既設ブロ

ック，道路以外の境には１．５ｍの丸木トラロープを新設し，土砂等

の流出を防止します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を農地転用関係事務

指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立地

基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につい

て審査する一般基準については適正であると認め，第３調査会として

は，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，許可された場合には，申請内容に基づき，責

任を持って履行するように伝えました。  

 以上です。  
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議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 ８番について何か質問はございませんか。  

 よろしいですか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，８番を承認いたします。  

 議案第２号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第３号「公売買受適格証明書の交付について」を議題といたし

ます。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番についてご報告します。  

 調査会資料は，７２ページからになります。  

 本件は，●●の農業経営の法人が，農地取得目的で東京国税局が行

う公売に参加するため，公売買受適格証明書願を申請したものです。  

 なお，この農地は，令和６年８月７日付け総会の議案第５号で承認
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されましたが，入札時に記載不備のため入札に至りませんでした。し

かし，他に入札者がおらず入札不調となり，再度の公募に対し，公売

に参加するため申請しようとするものです。  

 買受けしようとする農地は，●●の田●●筆，●●㎡です。  

 営農計画書では●●を耕作する予定となっています。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し審査したところ，

第３調査会としては，承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

成嶋委員  地目は田ということですけれども，植えるのが●●，今の

状態，その現地はどういう状態なんでしょうか。  

 

山﨑委員長  ちょっと手を加えないとできない状態です。  

 

成嶋委員  それで，この人，どこから来るんでしたっけ。  

 

山﨑委員長  ●●です。  

 それで，その前に隣を公売でもう２か所持っています。  

 

成嶋委員  ああ，もう持っているわけね。  

 じゃ，持っているということは，そこのところはちゃんと耕作でき

ているんですか。  

 

事務局  まだ耕作できる状態ではないです。ただし，調査会資料の  

７６ページの営農計画にあるように，「前回同様現状占有者との交渉

が済み次第農地復旧が可能と考えています」ということでこの計画を

出していただいているところです。現状占有者との交渉が済み次第進

めていくということを確認しております。  
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議長  そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第３号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第４号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願の

送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  どうもありがとうございました。  

 それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を山﨑委員長お願いいたします。  

 

山﨑委員長  １番についてご報告します。  

 調査会資料は，７８ページからになります。  

 本件は，●●在住の各申請人が昭和６２年に相続により取得しまし

たが，昭和５６年から宅地及び公衆用道路として利用されていた農地

を地目変更のため，農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明

願を申請したものです。  

 該当農地は，●●の畑●●筆，合計●●㎡です。  
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 なお，立証資料として平成１６年の航空写真が添付されています。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，

第３調査会としては，承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第４号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第５号「農用地利用集積計画の決定について」その１からその

３を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 議案第５号その１につきましては，●●委員が農業委員会等に関す

る法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除斥を

求めます。  
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（●●委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第５号その１の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 利用権設定の案件です。  

 計画番号第１番から第６番は，農地中間管理事業の案件で，借受者

は千葉県園芸協会です。千葉県園芸協会から賃借権の設定を受ける者

は，●●に所在する農地所有適格法人で，●●の田●●筆，●●の田

●●筆，●●の田●●筆，●●の田●●筆，合計面積●●㎡に新規で

賃貸借権を設定するもので，設定期間は１０年です。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その１について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案第５号その１を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●委員の除斥を解除いたします。  

 

（●●委員が着席）  
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議長  議案第５号その２につきましては，●●委員が関わるため，農

業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定を準用し

て，除斥を求めます。  

 

（●●委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第５号その２の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 利用権設定の案件です。  

 計画番号第７番から第９番は，●●に在住の農業者が●●の畑●●

筆，合計面積●●㎡に新規で使用貸借権を設定するもので，設定期間

は５年です。  

 以上となります。  

 

議長  ありがとうございました。  

 議案の説明がございました。  

 その２について何か質問はございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

成嶋委員  何を作付けするんでしょうか。  

 

農政課  今，作付けはされていないので，ちょっとそこまでは調べ切

れていないです。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その２を承認いたしま

す。  

 議案第５号その２を採決いたします。  
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 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●委員の除斥を解除いたします。  

 

（●●委員が着席）  

 

議長  それでは，議案第５号その３の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 こちらも利用権設定の案件です。  

 計画番号第１０番から第１２番は，●●に在住の農業者が●●の畑

●●筆，●●の畑●●筆，合計面積●●㎡に新規で使用貸借権を設定

するもので，設定期間は１０年です。  

 続いて，計画番号第１３番は，●●に在住の農業者が●●の畑●●

筆，合計面積●●㎡に継続して賃貸借権を設定するもので，設定期間

は５年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その３について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その３を承認いたしま
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す。  

 議案第５号その３を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第６号「農用地利用集積等促進計画案への意見について」その

１からその３を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 議案第６号その１につきましては，●●が農業委員会等に関する法

律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当いたしますので，議長を

村越職務代理者と代わります。  

 それでは，退席をいたします。  

 村越職務代理者，よろしくお願いいたします。  

 

（●●が退席）  

 

村越職務代理者  それでは，よろしくお願いします。  

 それでは，議案第６号その１の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 これから説明する計画番号全てが農地中間管理事業の案件で，借受

者は千葉県園芸協会です。  
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 計画番号第１番の千葉県園芸協会から権利の設定を受ける者は，●

●に在住する農業者で，●●の田●●筆，面積●●㎡に新規で賃借権

を設定するもので，設定期間は１０年です。  

 以上となります。  

 

村越職務代理者  ご苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その１について何か質問やご意見はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

村越職務代理者  「なし」という声がございましたので，承認いたし

ます。  

 議案第６号その１を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

村越職務代理者  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●の除斥を解除いたします。  

 ここで議長を交代いたします。  

 

（●●が着席）  

 

議長  ありがとうございました。  

 議案第６号その２につきましては，●●委員が農業委員会等に関す

る法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除斥を

求めます。  

 

（●●委員が退席）  
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議長  それでは，議案第６号その２の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 計画番号第２番の千葉県園芸協会から権利の設定を受ける者は，●

●に所在する農地所有適格法人で，●●の田●●筆，合計面積●●㎡

に新規で賃借権を設定するもので，設定期間は１０年です。  

 以上となります。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その２について何か質問やご意見はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案第６号その２を採決いたします。  

 本案を原案のとおりとして，意見なしとする農業委員の方の挙手を

願います。  

 

（挙手）  

 

議長  ありがとうございます。  

 挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 ●●委員の除斥を解除いたします。  

 

（●●委員が着席）  

 

議長  それでは議案第６号その３の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。農政課お願いします。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  
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 計画番号第３番から第６番の千葉県園芸協会から権利の設定を受け

る者は，●●に在住する農業者で，●●の田●●筆，合計面積●●㎡

に新規で賃借権を設定するもので，設定期間は１０年です。  

 計画番号第７番の千葉県園芸協会から権利の設定を受ける者は，●

●に在住する農業者で，●●の畑●●筆，面積●●㎡に新規で賃借権

を設定するもので，設定期間は１０年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，従事日数など，農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条の各要件を満たしております。  

 以上になります。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 議案の説明がございました。  

 その３について何か質問やご意見はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，その３を承認いたしま

す。  

 議案第６号その３を採決いたします。  

 本案を原案のとおりとして，意見なしとして賛成する農業委員の方

の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手多数であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 それでは議案第６号が終了しましたので，農政課の方は退席されて

結構です。ご苦労さまでした。  

 

（農政課職員退席 ) 

 

議長  以上で，本日の議案審議は終了いたしました。  
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議長  次に，報告事項がございますので，一括して事務局に説明を求

めます。事務局お願いします。  

 

（議長の指名で事務局が報告事項説明）  

 

議長  ありがとうございました。  

 いずれも報告事項でございますので，ご了解を得たいと思います。  

 

議長  今後の予定を申し上げます。  

 ３月３日月曜日，３月４日火曜日が調査会で，３月３日は午前９時

から，３月４日は午後１時からです。場所は，両日ともに分室３の１

階，第２会議室で行う予定です。  

 担当は，農地第４調査会です。  

 ３月７日金曜日午後２時からが総会で，場所は分室３の２階，第４

会議室で行う予定です。  

 これをもちまして，第７回柏市農業委員会総会を閉会いたします。  

 慎重審議ありがとうございました。  

 （午後３時１０分閉会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


